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第１３号議案 

品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 

第１４号議案 

品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例 

 

１．品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例 

  社会的背景と条例の必要性 

  区では、男女共同参画社会の実現を図るため、時代に即した様々な施策を推進し

てきたが、性別等に起因する人権侵害、固定的な性別役割分担意識やそれに基づく

社会的慣行など、今なお多くの課題が残されている。 

  ジェンダー・ギャップ指数の後退や「性的指向及びジェンダーアイデンティティ

の多様性に関する国民の理解の増進に関する法律」の成立などの社会的背景を踏ま

え、区では、ジェンダー平等と性の多様性の尊重の視点に基づき施策を総合的かつ

計画的に推進するための基本理念等を定めた条例を制定して、今後の取組の指針と

し、すべての人が性別や性的指向、ジェンダーアイデンティティにかかわらず、誰

もが自分らしく生きられる「ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会」の実

現を目指す。 

 

  制定内容（概要） 

① 区が目指す姿「ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会」（第２条 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 基本理念（第３条） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

総 務 委 員 会 資 料 
令和６年２月２６日 
総 務 部 人権 啓 発 課 

すべての人が、性別や性的指向、ジェンダーアイデンティティにとらわれる

ことなく、 

◆自らの意思によって、社会のあらゆる分野に平等に参画できる社会 

◆その個性と能力とを十分に発揮して、誰もが自分らしく生きられる社会 

◆多様な個人として尊重される社会 

◆差別や暴力を受けることのない社会 

性別等に起因する差別、配偶者暴力等、ハラスメントその他の性別

等に起因する人権侵害の根絶 
人権侵害 

の根絶 

 固定的な性別役割分担意識に基づく社会制度や慣行にと

らわれることなく、個性と能力を発揮し、自らの意思と責

任において多様な生き方を選択 

多様な 

生き方の 

選択 

性別等にかかわりなく、社会の平等な構成員として、あらゆる分野

の活動方針の立案および決定に平等に参画する機会を確保 

平等な 

参画機会 

の確保 
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③ 区・区民等・教育関係者・事業者等の責務（第４・５・６・７条） 

  区は、ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための施策

を総合的かつ計画的に推進し、区民等・教育関係者・事業者等と協力してとも

に取り組む。 

 

④ 推進体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◆拠点の整備（第１３条） 

…「品川区男女共同参画センター」を「品川区ジェンダー平等推進センタ

ー」に名称変更 

◆推進会議の設置（第１２条） 

…附属機関として「品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社

会推進会議」を設置 

◆苦情・相談の申出・対応（第１４条・第１５条） 

…苦情・相談等の内容に応じて有識者に意見聴取を行い、適切に対応 

◆推進計画の策定（第１０条） 

…「男女共同参画のための品川区行動計画」の改訂 

リプロダクティブ・ヘルス／ライツを認め合い、生涯にわたり健

康で自分らしい生き方を選択 

 学校教育、社会教育等の場における、ジェンダー平等と

性の多様性を尊重し合う社会を支える意識の形成およ

びメディア・リテラシーの育成に向けた取組の実施 

リプロダクティブ 
・ヘルス／ライツ 

の尊重 

ジェンダー平等 
と性の多様性を 
尊重し合う社会 
を支える教育 

女性が尊厳と誇りをもって自分自身の生活と人生を決定する権利

を保障し、あらゆる参画の機会において、女性個人が持つ力を十分

に発揮 

女性の 

エンパワー 

メント 

 性的指向およびジェンダーアイデンティティが尊重さ

れ、性的指向およびジェンダーアイデンティティに起

因する日常生活上の困難等の解消 

性的指向や 
ｼﾞｪﾝﾀﾞｰｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ 

に起因する 
日常生活上の 
困難の解消 

国際社会および国内におけるジェンダー平等と性の多様性を尊重

し合う社会の実現に係る取組を積極的に理解・推進 

国際社会・ 

国内での取組 

に対する 

理解・推進 

 家事、育児、介護等の生活における活動と職場、学校、

地域等における活動の調和（ワーク・ライフ・バランス

の推進） 

生活と仕事、 

学び、地域 

活動の調和 
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⑤ 施行日 

   令和６年４月１日 

   ただし、推進会議の設置（第１２条）および苦情・相談の申出・対応（第 

１４条・第１５条）に関する規定については、令和６年７月１日 

 

⑥ 付則による条例の一部改正 

  ・品川区立総合区民会館条例の一部改正 

    …「品川区男女共同参画センター」を「品川区ジェンダー平等推進センタ

ー」に名称変更 など 

・品川区組織条例の一部を改正する条例の一部改正 

    …総務部の分掌事務を「男女共同参画」から「ジェンダー平等の推進」に

改める 

 

   条例等に関する周知・啓発 

   本条例の制定に伴い、区ホームページや広報紙、講演会・講座の実施等の機

会を通じて、区民等への周知・啓発を図る。 

   なお、周知・啓発にあたっては、条文に関するＱ＆Ａの作成を行い、本条例

の趣旨が区民等に的確に伝わるよう努めていく。 

   また、令和６年４月１日より「人権啓発課」から「人権・ジェンダー平等推

進課」に課名を変更するため、条例とあわせて区民等への周知を図る。 

    

 

２．品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条 

 例 

  第１４号議案 品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現す

るための条例第１２条の規定に基づき設置する「品川区ジェンダー平等と性の多

様性を尊重し合う社会推進会議」の委員の報酬日額を定めるほか、組織改正に伴

う規定の整備を行う。 

 

 ●品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会推進会議 

  【報酬日額】 

   ・会長  ２３，０００円 

   ・副会長 ２０，０００円 

・委員  １４，０００円 
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品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための条例（案） 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条－第９条） 

第２章 基本的施策等（第１０条・第１１条） 

第３章 推進体制（第１２条－第１５条） 

第４章 雑則（第１６条） 

付則 

人は誰もが個人として尊重される権利を持ち、性別等により差別されることのない

平等な存在である。人権尊重都市品川宣言は、「人間は生まれながらにして自由であ

り、平等である」「いかなる国や個人も、いかなる理由であれ絶対にこれを侵すことは

できない」と謳っている。 

品川区では、男女共同参画から、ＳＤＧｓの目標である「ジェンダー平等」の実現

に向けて、国際社会や国内の動向と協調しつつ、施策を推進してきた。 

「ジェンダー平等」とは、一人ひとりの人間が、性別にかかわらず、平等に責任や

権利、機会を分かち合い、あらゆる物事を一緒に決めることができることを意味して

いる。 

これまでの取組により、ジェンダー平等は前進してきているものの、個人の希望や

能力ではなく性別等によって生き方や働き方の選択肢や機会が決められてしまうな

ど、今なお固定的な性別役割分担意識やそれに基づく社会的慣行等が存在している。 

品川区が公平で平等な社会として発展していくために、すべての人が、性別や性的

指向、ジェンダーアイデンティティにかかわらず、性別等に起因した差別や暴力を受

けることなく、多様な個人として尊重され、自らの意思によって社会のあらゆる分野

における活動に平等に参画する機会が確保され、その個性と能力を十分に発揮して、

自分らしく生きることのできる社会の実現を目指して、ここにこの条例を制定する。 

    第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この条例は、ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会の実現に関し、

その基本となる理念を明らかにし、品川区（以下「区」という。）、区民等、教育関

係者および事業者等の責務等を定めることにより、ジェンダー平等と性の多様性を

尊重し合う社会の実現に関する施策（以下「ジェンダー平等社会推進施策」という。）

を総合的かつ計画的に推進し、もって誰もが自分らしく生きることのできる社会の

実現に資することを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

  ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会 すべての人が、性別等に起因

した差別や暴力を受けることなく、多様な個人として尊重され、自らの意思によ

って社会のあらゆる分野における活動に平等に参画する機会が確保され、その個

性と能力を十分に発揮して、自分らしく生きることのできる社会をいう。 

  性別等 性別（出生時に判定された性をいう。以下同じ。）、性的指向およびジ

ェンダーアイデンティティをいう。 

  性的指向 恋愛感情または性的感情の対象となる性についての指向をいう。 
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  ジェンダーアイデンティティ 自己の属する性別についての認識に関するそ

の同一性の有無または程度に係る意識をいう。 

  配偶者暴力等 配偶者（婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の

事情にある者を含む。）、パートナーもしくは交際相手である者またはあった者か

らの身体的、精神的、社会的、経済的または性的な暴力をいう。 

  ハラスメント 他の者を不快にさせる性的な言動（性的指向またはジェンダー

アイデンティティに関する言動を含む。）および妊娠、出産、育児もしくは介護に

関する制度等を利用することまたは妊娠し、もしくは出産したことを理由に、精

神的苦痛もしくは身体的苦痛を与える言動をいう。 

  メディア・リテラシー 多様なメディアが伝える様々な情報を無批判に受け止

めるのではなく、主体的に読み解き、取捨選択したうえで適切に利用し、または

発信する能力をいう。 

  エンパワーメント その人が本来持つ力を発揮できるように支援し、環境を整

えることまたは個人もしくは社会集団としてあらゆる段階の経済、政治その他の

分野における意思決定の場に参画し、自律的な力を発揮することをいう。 

  区民等 区内に住所を有する者、区内で働く者、区内で学ぶ者をいう。 

  教育関係者 区内において学校教育、社会教育その他の教育に携わる個人、法

人その他の団体をいう。 

  事業者等 営利または非営利にかかわらず、区内で事業活動を行う個人、法人そ

の他の団体をいう。 

 （基本理念） 

第３条 区は、次に掲げる事項を基本理念として、ジェンダー平等と性の多様性を尊

重し合う社会の実現を目指す。 

  性別等に起因する差別、配偶者暴力等、ハラスメントその他の性別等に起因す

る人権侵害が根絶されること。 

  すべての人が、固定的な性別役割分担意識に基づく社会制度や慣行にとらわれ

ることなく、その個性と能力を発揮し、自らの意思と責任において多様な生き方

を選択できること。 

  すべての人が、性別等にかかわりなく、社会の平等な構成員として、あらゆる

分野の活動方針の立案および決定に平等に参画する機会が確保されること。 

  すべての人が、家事、子の養育、家族の介護その他の生活における活動および

職場、学校、地域等における活動の調和の取れた暮らしを営むことができること。 

  すべての人が、妊娠、出産等のリプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖

に関する健康と権利）を認め合い、生涯にわたり健康で自分らしい生き方を選択

できること。 

  学校教育、社会教育その他の教育の場において、ジェンダー平等と性の多様性

を尊重し合う社会を支える意識の形成およびメディア・リテラシーの育成に向け

た取組が行われること。 

  女性のエンパワーメントの推進により、女性が尊厳と誇りをもって自分自身の

生活と人生を決定する権利を保障し、あらゆる参画の機会において、女性個人がも

つ力を十分に発揮できること。 

  すべての人の性的指向およびジェンダーアイデンティティが尊重され、性的指

向およびジェンダーアイデンティティに起因する日常生活上の困難等が解消さ
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れること。 

  国際社会および国内におけるジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会

の実現に係る取組を積極的に理解し、推進すること。 

 （区の責務） 

第４条 区は、前条の基本理念に基づき、ジェンダー平等社会推進施策を総合的かつ

計画的に推進するものとする。 

２ 区は、区民等、教育関係者、事業者等、国、他の地方公共団体その他の関係機関

等と連携し、協力してジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会の実現を目指

すものとする。 

 （区民等の責務） 

第５条 区民等は、ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会について理解を深

め、生活、職場、学校、地域等の活動において、これを実現するよう努めるものと

する。 

２ 区民等は、区が実施するジェンダー平等社会推進施策に協力するよう努めるもの

とする。 

 （教育関係者の責務） 

第６条 教育関係者は、ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会の実現に果た

す教育の重要性を認識し、教育を行うよう努めるものとする。 

２ 教育関係者は、区が実施するジェンダー平等社会推進施策に協力するよう努める

ものとする。 

 （事業者等の責務） 

第７条 事業者等は、ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会について理解を

深め、事業活動を行うにあたり、これを実現するよう努めるものとする。 

２ 事業者等は、すべての人が生活、職場、学校、地域等における活動の調和の取れ

た暮らしを営むことができるよう環境の整備に努めるものとする。 

３ 事業者等は、区が実施するジェンダー平等社会推進施策に協力するよう努めるも

のとする。 

 （禁止事項） 

第８条 何人も、性別等に起因する差別的取扱い、配偶者暴力等、ハラスメントその

他の性別等に起因する人権侵害を行ってはならない。 

２ 何人も、個人の性的指向、ジェンダーアイデンティティに関して、公表を強制し、

もしくは禁止し、または本人の意に反して公にしてはならない。 

 （情報の発信および流通にあたっての配慮） 

第９条 何人も、情報の発信および流通にあたっては、性別等に起因する人権侵害を

助長することのないよう十分に配慮しなければならない。 

    第２章 基本的施策等 

 （推進計画） 

第１０条 区は、ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するための計

画（以下「推進計画」という。）を策定し、これに基づき、ジェンダー平等社会推進

施策を総合的かつ計画的に推進するものとする。 

２ 推進計画の策定にあたっては、あらかじめ第１２条第１項の品川区ジェンダー平

等と性の多様性を尊重し合う社会推進会議の意見を聴くものとする。 

３ 区は、区の附属機関その他の会議体における委員の男女構成について、推進計画
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に数値目標を定め、積極的改善措置を講じるものとする。 

４ 区は、推進計画を策定し、または変更したときは、速やかにこれを公表するもの

とする。 

５ 区は、毎年、推進計画に基づくジェンダー平等社会推進施策の進捗状況を公表す

るものとする。 

 （普及啓発および広報） 

第１１条 区は、ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会の実現に関する理解

を促進するために必要な普及啓発および広報活動に努めるものとする。 

    第３章 推進体制 

 （推進会議） 

第１２条 ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会を実現するため、区長の附

属機関として、品川区ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会推進会議（以

下「推進会議」という。）を設置する。 

２ 推進会議は、次に掲げる事項について調査および審議を行う。 

   推進計画の策定、評価、変更その他推進計画に関する重要事項 

   区のジェンダー平等社会推進施策に関する事項 

   前２号に掲げるもののほか、区におけるジェンダー平等と性の多様性を尊重し

合う社会の実現に関するものとして区長が必要と認める事項 

３ 推進会議は、区長が委嘱する１０人以内の委員をもって組織する。 

４ 委員の任期は２年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における後

任の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

５ 推進会議は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、必要な資

料を提出させ、意見を聴き、または説明を求めることができる。 

６ 推進会議の組織および運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 （拠点の整備） 

第１３条 区は、ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う社会の実現を図るための

拠点を整備するものとする。 

 （苦情・相談の申出） 

第１４条 区民等、教育関係者および事業者等は、区長に対して、次に掲げる事項に

ついて苦情および相談の申出（以下「苦情等の申出」という。）をすることができ

る。 

   区が実施するジェンダー平等社会推進施策 

   性別等による差別的取扱いその他ジェンダー平等と性の多様性を尊重し合う

社会の実現を阻害する要因によって人権が侵害されたと認められる事項 

 （苦情・相談の対応） 

第１５条 区長は、前条の規定による苦情等の申出に対し、ジェンダー平等と性の多

様性を尊重し合う社会の実現に資するよう適切に対応するものとする。 

２ 区長は、前項の規定による苦情等の申出に対応するにあたっては、当該苦情等を

申し出た者に係る情報を保護するとともに、公平かつ適切に処理するものとする。 

３ 区長は、苦情等の申出に対応するにあたっては、必要に応じて関係機関等に説明

を求め、または資料の提出を求めることができる。 

４ 区長は、苦情等の申出について、必要に応じて有識者の意見を聴くことができる。 

    第４章 雑則 
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 （委任） 

第１６条 この条例に定めるもののほか、条例の施行について必要な事項は、区長が

別に定める。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

  付則第６項の規定 公布の日 

  第１２条、第１４条および第１５条の規定 令和６年７月１日 

 （推進計画に関する経過措置） 

２ この条例の施行の際、現に男女共同参画社会基本法（平成１１年法律第７８号）

第１４条第３項の規定により策定されている男女共同参画のための品川区行動計

画は、第１０条第１項の規定により策定された推進計画とみなす。 

 （委員に関する経過措置） 

３ 令和６年７月１日から令和８年３月３１日までの間に第１２条第３項の規定によ

り委嘱される委員の任期は、同条第４項本文の規定にかかわらず、委嘱の日から令

和８年３月３１日までとする。 

 （変化への対応） 

４ 区は、将来の環境および社会的な状況の変化に対応していくため、この条例の施

行後５年を経過した場合において、必要に応じて、この条例の内容を見直すものと

する。 

 （品川区立総合区民会館条例の一部改正） 

５ 品川区立総合区民会館条例（平成元年品川区条例第１５号）の一部を次のように

改正する。 

  第１条第１項中「男女共同参画」を「ジェンダー平等」に改める。 

  第２条第１項第２号中「男女共同参画センター」を「ジェンダー平等推進センタ

ー」に、「男女共同参画会議室」を「ジェンダー平等推進会議室」に、「男女共同参

画関係資料コーナー」を「ジェンダー平等推進関係資料コーナー」に改める。 

  第１４条第４号中「男女共同参画センター」を「ジェンダー平等推進センター」

に改める。 

  別表第１中 

 

男女共同参画セ

ンター 

総合相談室 

 

を 

ジェンダー平等

推進センター 

総合相談室 

 

に 

交流室 

 

男女共同参

画会議室 

 

男女共同参

画関係資料

コーナー 

交流室 

 

ジェンダー

平等推進会

議室 

 

ジェンダー

平等推進関

係資料コー

ナー 

「 「 

」 」 
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改める。 

 （品川区組織条例の一部を改正する条例の一部改正） 

６ 品川区組織条例の一部を改正する条例（令和５年品川区条例第５５号）の一部を

次のように改正する。 

 第３条の表総務部の項の改正規定中「、第４号を第５号とし、第３号」を「、同

項第４号中「男女共同参画」を「ジェンダー平等の推進」に改め、同号を同項第５

号とし、同項第３号」に改める。 
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品川区立総合区民会館条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正後 改正前 

（設置） （設置） 

第１条 区民の文化活動の促進およびコミュニティ活動の振興、ジェンダー

平等の推進および女性の社会的地位の向上ならびに母子等の福祉の増進を

図るため、品川区立総合区民会館（以下「会館」という。）を設置する。 

第１条 区民の文化活動の促進およびコミュニティ活動の振興、男女共同参

画の推進および女性の社会的地位の向上ならびに母子等の福祉の増進を図

るため、品川区立総合区民会館（以下「会館」という。）を設置する。 

２ 会館の所在地は、東京都品川区東大井五丁目18番１号とする。 ２ 会館の所在地は、東京都品川区東大井五丁目18番１号とする。 

（施設等） （施設等） 

第２条 会館の施設は、次のとおりとする。 第２条 会館の施設は、次のとおりとする。 

（第１号省略） （第１号省略） 

(２) ジェンダー平等推進センター (２) 男女共同参画センター 

総合相談室、交流室、ジェンダー平等推進会議室、ジェンダー平等推

進関係資料コーナー 

総合相談室、交流室、男女共同参画会議室、男女共同参画関係資料コ

ーナー 

（第３号省略） （第３号省略） 

 （第２項省略） （第２項省略） 

（指定管理者の行う業務） （指定管理者の行う業務） 

第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。 

（第１号から第３号まで省略） （第１号から第３号まで省略） 

(４) 施設等（ジェンダー平等推進センターおよび母子・父子福祉室を除

く。）の維持および修繕に関すること。 

(４) 施設等（男女共同参画センターおよび母子・父子福祉室を除く。）

の維持および修繕に関すること。 

（第５号省略） （第５号省略） 

付 則   

この条例は、令和６年４月１日から施行する。  

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

 施設 休館日 開館時間   施設 休館日 開館時間  

 一般貸出施設 年末年始 午前９時から午

後９時30分まで 

  一般貸出施設 年末年始 午前９時から午

後９時30分まで 

 

 ジェンダー平等推進総合相談室 日曜日、土曜日、午前９時から午   男女共同参画センタ総合相談室 日曜日、土曜日、午前９時から午  
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改正後 改正前 

センター 休日および年末

年始 

後５時まで ー 休日および年末

年始 

後５時まで 

 交流室 

ジェンダー

平等推進会

議室 

ジェンダー

平等推進関

係資料コー

ナー 

年末年始 午前９時から午

後９時30分まで 

  交流室 

男女共同参

画会議室 

男女共同参

画関係資料

コーナー 

年末年始 午前９時から午

後９時30分まで 

 

 母子・父子福祉室 年末年始 午前９時から午

後９時30分まで 

  母子・父子福祉室 年末年始 午前９時から午

後９時30分まで 

 

備考 備考 

１ 「休日」とは、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に

規定する休日をいう。 

１ 「休日」とは、国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第178号）に

規定する休日をいう。 

２ 「年末年始」とは、12月29日から翌年の１月３日までの日をいう。 ２ 「年末年始」とは、12月29日から翌年の１月３日までの日をいう。 

（別表第２（第５条関係）省略） （別表第２（第５条関係）省略） 
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品川区組織条例の一部を改正する条例の一部改正 新旧対照表 

 

改正後 改正前 

平成26年12月26日条例第48号 平成26年12月26日条例第48号

（分掌事務） （分掌事務） 

第３条 部および室の分掌事務は、次のとおりとする。 第３条 部の分掌事務は、次のとおりとする。 

区長室 総務部 

(１) 区議会に関すること。 (１) 区議会に関すること。 

(２) 平和および国際化の推進に関すること。 (２) 平和および国際化の推進に関すること。 

(３) 条例の立案その他法規に関すること。 (３) 条例の立案その他法規に関すること。 

(４) 広報および広聴に関すること。  

(５) 人権啓発およびジェンダー平等の推進に関すること。 (４) 人権啓発および男女共同参画に関すること。 

(６) 職員の人事および福利に関すること。 (５) 職員の人事および福利に関すること。 

 (６) 財産および契約に関すること。 

 (７) 区税に関すること。 

(７) 危機管理に関すること。 (８) 危機管理に関すること。 

  

付 則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

【令和５年品川区条例第５５号による改正後の第３条】 

（分掌事務） （分掌事務） 

第３条 部および室の分掌事務は、次のとおりとする。 第３条 部の分掌事務は、次のとおりとする。 

区長室 総務部 

(１) 区議会に関すること。 (１) 区議会に関すること。 

(２) 平和および国際化の推進に関すること。 (２) 平和および国際化の推進に関すること。 

(３) 条例の立案その他法規に関すること。 (３) 条例の立案その他法規に関すること。 

(４) 広報および広聴に関すること。  

(５) 人権啓発および男女共同参画に関すること。 (４) 人権啓発および男女共同参画に関すること。 

(６) 職員の人事および福利に関すること。 (５) 職員の人事および福利に関すること。 
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改正後 改正前 

 (６) 財産および契約に関すること。 

 (７) 区税に関すること。 

(７) 危機管理に関すること。 (８) 危機管理に関すること。 

(８) 他の部に属しないこと。 (９) 他の部に属しないこと。 

【付則第４項による改正後の改め文】（令和５年品川区条例第５５号） 

第３条の表総務部の項中第６号を削り、第５号を第６号とし、同項第４号

中「男女共同参画」を「ジェンダー平等の推進」に改め、同号を同項第５号

とし、同項第３号の次に次の１号を加える。 

第３条の表総務部の項中第６号を削り、第５号を第６号とし、第４号を第

５号とし、第３号の次に次の１号を加える。 
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品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表 

【本則】 

第１条による改正 

改正後 改正前 

○品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例 ○品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例 

昭和29年３月26日条例第７号 昭和29年３月26日条例第７号

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 附属機関 報酬日額   附属機関 報酬日額  

 品川区財産価格審議会  17,000円      

      品川区情報公開審議会 会長 22,000円 

     委員 20,000円 

      品川区個人情報保護審議会 会長 22,000円 

     委員 20,000円 

      品川区行政不服審査会 会長 22,000円 

     委員 20,000円 

 品川区特別職報酬等審議会  18,000円   品川区特別職報酬等審議会  18,000円 

 品川区いじめ問題調査委員会 委員長 23,000円   品川区いじめ問題調査委員会 委員長 23,000円 

 委員 20,000円   委員 20,000円 

 品川区情報公開審議会 会長 22,000円      

 委員 20,000円     

 品川区個人情報保護審議会 会長 22,000円      

 委員 20,000円     

 品川区行政不服審査会 会長 22,000円      

 委員 20,000円     

      品川区財産価格審議会  17,000円 

 品川区生活安全協議会  14,000円   品川区生活安全協議会  14,000円 

 品川区青少年問題協議会  14,000円   品川区青少年問題協議会  14,000円 
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第１条による改正 

改正後 改正前 

 品川区子ども・子育て会議 会長 23,000円      

 副会長 20,000円     

 委員 14,000円     

 品川区奨学金運営委員会  14,000円   品川区奨学金運営委員会  14,000円 

      品川区子ども・子育て会議 会長 23,000円 

     副会長 20,000円 

     委員 14,000円 

 品川区民生委員推薦会  14,000円   品川区民生委員推薦会  14,000円 

      品川区介護保険制度推進委員会 委員長 20,000円 

     委員 14,000円 

      品川区介護認定審査会 会長 20,000円 

     医療系の委員 19,000円 

     その他の委員 12,000円 

    （委員が合議体の長となる場合

にあつては、20,000円） 

 

 品川区障害者介護給付費等支給審査

会 

会長 20,000円   品川区障害者介護給付費等支給審査

会 

会長 20,000円 

 医療系の委員 19,000円   医療系の委員 19,000円 

 その他の委員 12,000円   その他の委員 12,000円 

 （委員が合議体の長となる場合

にあつては、20,000円） 

  （委員が合議体の長となる場合

にあつては、20,000円） 

 

 品川区介護保険制度推進委員会 委員長 20,000円      

 委員 14,000円     

 品川区介護認定審査会 会長 20,000円      

 医療系の委員 19,000円     

 その他の委員 12,000円     

 （委員が合議体の長となる場合    



3/8 

第１条による改正 

改正後 改正前 

 にあつては、20,000円）    

 品川区公害健康被害認定審査会 会長 23,000円   品川区公害健康被害認定審査会 会長 23,000円 

 委員 20,000円   委員 20,000円 

 品川区公害健康被害補償診療報酬審

査会 

会長 23,000円   品川区公害健康被害補償診療報酬審

査会 

会長 23,000円 

 委員 20,000円   委員 20,000円 

 品川区大気汚染障害者認定審査会 会長 23,000円   品川区大気汚染障害者認定審査会 会長 23,000円 

 委員 20,000円   委員 20,000円 

 品川区国民健康保険事業の運営に関

する協議会 

 14,000円   品川区国民健康保険事業の運営に関

する協議会 

 14,000円 

 品川区感染症診査協議会 委員長 23,000円   品川区感染症診査協議会 委員長 23,000円 

 委員 20,000円   委員 20,000円 

 品川区都市計画審議会 会長 23,000円   品川区都市計画審議会 会長 23,000円 

 学識経験委員 20,000円   学識経験委員 20,000円 

 その他の委員 14,000円   その他の委員 14,000円 

 品川区景観審議会 会長 23,000円   品川区景観審議会 会長 23,000円 

 学識経験委員 20,000円   学識経験委員 20,000円 

 その他の委員 14,000円   その他の委員 14,000円 

 品川区空き家等適正管理審議会 会長 23,000円   品川区空き家等適正管理審議会 会長 23,000円 

 学識経験委員 20,000円   学識経験委員 20,000円 

 その他の委員 14,000円   その他の委員 14,000円 

 品川区建築紛争調停委員会  21,000円   品川区建築紛争調停委員会  21,000円 

 品川区建築審査会 会長 26,000円   品川区建築審査会 会長 26,000円 

 委員 23,000円   委員 23,000円 

 専門調査員 21,000円   専門調査員 21,000円 

 品川区廃棄物減量等推進審議会 会長 20,000円   品川区廃棄物減量等推進審議会 会長 20,000円 

 委員 17,000円   委員 17,000円 
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第１条による改正 

改正後 改正前 

 （議員が委員の場合にあつて

は、14,000円） 

  （議員が委員の場合にあつて

は、14,000円） 

 

 品川区防災会議  14,000円   品川区防災会議  14,000円 

 品川区国民保護協議会  14,000円   品川区国民保護協議会  14,000円 

 品川区債権管理審議会 会長 26,000円   品川区債権管理審議会 会長 26,000円 

 委員 23,000円   委員 23,000円 

 品川区社会教育委員 議長 15,000円   品川区社会教育委員 議長 15,000円 

 委員 14,000円   委員 14,000円 

 品川区文化財保護審議会 会長 19,000円   品川区文化財保護審議会 会長 19,000円 

 委員 17,000円   委員 17,000円 

 （議員が委員の場合にあつて

は、14,000円） 

  （議員が委員の場合にあつて

は、14,000円） 

 

 品川区いじめ対策委員会 委員長 23,000円   品川区いじめ対策委員会 委員長 23,000円 

 委員 20,000円   委員 20,000円 
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第２条による改正 

改正後 改正前 

○品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例 ○品川区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例 

昭和29年３月26日条例第７号 昭和29年３月26日条例第７号

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

 附属機関 報酬日額   附属機関 報酬日額  

 品川区財産価格審議会  17,000円   品川区財産価格審議会  17,000円 

 品川区特別職報酬等審議会  18,000円   品川区特別職報酬等審議会  18,000円 

 品川区いじめ問題調査委員会 委員長 23,000円   品川区いじめ問題調査委員会 委員長 23,000円 

 委員 20,000円   委員 20,000円 

 品川区情報公開審議会 会長 22,000円   品川区情報公開審議会 会長 22,000円 

 委員 20,000円   委員 20,000円 

 品川区個人情報保護審議会 会長 22,000円   品川区個人情報保護審議会 会長 22,000円 

 委員 20,000円   委員 20,000円 

 品川区行政不服審査会 会長 22,000円   品川区行政不服審査会 会長 22,000円 

 委員 20,000円   委員 20,000円 

 品川区ジェンダー平等と性の多様性

を尊重し合う社会推進会議 
会長 23,000円      

 副会長 20,000円     

 委員 14,000円     

 品川区生活安全協議会  14,000円   品川区生活安全協議会  14,000円 

 品川区青少年問題協議会  14,000円   品川区青少年問題協議会  14,000円 

 品川区子ども・子育て会議 会長 23,000円   品川区子ども・子育て会議 会長 23,000円 

 副会長 20,000円   副会長 20,000円 

 委員 14,000円   委員 14,000円 

 品川区奨学金運営委員会  14,000円   品川区奨学金運営委員会  14,000円 

 品川区民生委員推薦会  14,000円   品川区民生委員推薦会  14,000円 

 品川区障害者介護給付費等支給審査 会長 20,000円   品川区障害者介護給付費等支給審査 会長 20,000円 
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 会 医療系の委員 19,000円   会 医療系の委員 19,000円 

 その他の委員 12,000円   その他の委員 12,000円 

 （委員が合議体の長となる場合

にあつては、20,000円） 

  （委員が合議体の長となる場合

にあつては、20,000円） 

 

    

 品川区介護保険制度推進委員会 委員長 20,000円   品川区介護保険制度推進委員会 委員長 20,000円 

 委員 14,000円   委員 14,000円 

 品川区介護認定審査会 会長 20,000円   品川区介護認定審査会 会長 20,000円 

 医療系の委員 19,000円   医療系の委員 19,000円 

 その他の委員 12,000円   その他の委員 12,000円 

 （委員が合議体の長となる場合

にあつては、20,000円） 

  （委員が合議体の長となる場合

にあつては、20,000円） 

 

    

 品川区公害健康被害認定審査会 会長 23,000円   品川区公害健康被害認定審査会 会長 23,000円 

 委員 20,000円   委員 20,000円 

 品川区公害健康被害補償診療報酬審

査会 

会長 23,000円   品川区公害健康被害補償診療報酬審

査会 

会長 23,000円 

 委員 20,000円   委員 20,000円 

 品川区大気汚染障害者認定審査会 会長 23,000円   品川区大気汚染障害者認定審査会 会長 23,000円 

 委員 20,000円   委員 20,000円 

 品川区国民健康保険事業の運営に関

する協議会 

 14,000円   品川区国民健康保険事業の運営に関

する協議会 

 14,000円 

 品川区感染症診査協議会 委員長 23,000円   品川区感染症診査協議会 委員長 23,000円 

 委員 20,000円   委員 20,000円 

 品川区都市計画審議会 会長 23,000円   品川区都市計画審議会 会長 23,000円 

 学識経験委員 20,000円   学識経験委員 20,000円 

 その他の委員 14,000円   その他の委員 14,000円 

 品川区景観審議会 会長 23,000円   品川区景観審議会 会長 23,000円 

 学識経験委員 20,000円   学識経験委員 20,000円 
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 その他の委員 14,000円   その他の委員 14,000円 

 品川区空き家等適正管理審議会 会長 23,000円   品川区空き家等適正管理審議会 会長 23,000円 

 学識経験委員 20,000円   学識経験委員 20,000円 

 その他の委員 14,000円   その他の委員 14,000円 

 品川区建築紛争調停委員会  21,000円   品川区建築紛争調停委員会  21,000円 

 品川区建築審査会 会長 26,000円   品川区建築審査会 会長 26,000円 

 委員 23,000円   委員 23,000円 

 専門調査員 21,000円   専門調査員 21,000円 

 品川区廃棄物減量等推進審議会 会長 20,000円   品川区廃棄物減量等推進審議会 会長 20,000円 

 委員 17,000円   委員 17,000円 

 （議員が委員の場合にあつて

は、14,000円） 

  （議員が委員の場合にあつて

は、14,000円） 

 

 品川区防災会議  14,000円   品川区防災会議  14,000円 

 品川区国民保護協議会  14,000円   品川区国民保護協議会  14,000円 

 品川区債権管理審議会 会長 26,000円   品川区債権管理審議会 会長 26,000円 

 委員 23,000円   委員 23,000円 

 品川区社会教育委員 議長 15,000円   品川区社会教育委員 議長 15,000円 

 委員 14,000円   委員 14,000円 

 品川区文化財保護審議会 会長 19,000円   品川区文化財保護審議会 会長 19,000円 

 委員 17,000円   委員 17,000円 

 （議員が委員の場合にあつて

は、14,000円） 

  （議員が委員の場合にあつて

は、14,000円） 

 

 品川区いじめ対策委員会 委員長 23,000円   品川区いじめ対策委員会 委員長 23,000円 

 委員 20,000円   委員 20,000円 
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   付 則  

 この条例は、令和６年７月１日から施行する。ただし、第１条の規定は、

同年４月１日から施行する。 

 

 


